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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年９月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２５年２月２１日 ０３時００分ごろ 

発生場所 長崎県五島市福江島西方沖 

 五島市所在の大瀬埼灯台から真方位３１０°２２km付近 

（概位 北緯３２°４４.４′ 東経１２８°２５.０′） 

事故調査の経過 平成２５年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ５５龍
りゅう

鳳
ほう

、１９トン 

ＮＳ２－２３４１３（漁船登録番号）、エテルナ・ワコー株式会社 

２９.５０ｍ×５.２０ｍ×１.６７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３６.０kＷ、平成２１年９月１９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３１歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１８年３月３０日 

免許証交付日 平成２３年２月２３日 

         （平成２８年３月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 賄い室前面壁に損傷、主機、補機及び電動機類に濡損 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、平成２５年２月２１日０２時５

５分ごろ、氷約１４ｔを積載していたところに漁獲物としてブリ約５

２ｔの積込みが終わり、残りの漁獲物積込み作業を継続中の船団に先

んじて福江島西方沖の漁場から帰航を開始し、主機を回転数毎分１,

４００にかけ、速力約１０.５ノットで北東進した。 

船長はいつもより多く漁獲物を積載していると思いながら航行して

おり、船首で発生した波が、ブルワークぎりぎりか、時々、ブルワー

クを越えて船内に入るような状態であった。 

本船は、０３時００分ごろ、操舵室より後方の船尾甲板までの左舷

側の通路部分にＦＲＰ製囲壁を設け、賄い室としていた区画（以下

「賄い室」という。）の船首側に左舷斜め前方からブルワークを越え

る波を受け、賄い室の船首側の壁（以下「前面壁」という。）が破損

した。 
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大量の海水が、賄い室に流れ込み、同室内の主機に必要な空気を取

り入れるために開放されていた機関室入口となる引き戸の開口部（縦

約９０cm×横約５０cm）の下辺（上甲板より高さ約２０cm）を越え、

機関室内に入った。 

 船長は、操舵室で立って操船中、左舷前方に設置のクレーンブーム

が辛うじて見え、操舵室左舷のブルワーク付近が見えていない状況で

あり、主機の何かの警報ランプが点灯したものの、確認しておらず、

また、前面壁が破損した音も聞かなかったが、賄い室にいて流れ込ん

だ海水の勢いで船尾方に流された乗組員が、賄い室船尾の常時開放し

ていた引き戸から船尾甲板及び右舷側通路を経て操舵室に報告に来た

ので、機関室に浸水したことを知った。 

船長は、本船が、機関室に浸水した直後から左舷側に傾斜し、元に

戻らなくなったので、転覆の虞を感じ、船団に救援を要請した。 

本船は、約５分後、探索船が来援した際、船首がかろうじて水面上

に見え、魚倉のさぶたが浮き、各魚倉から漁獲物が流れ出ている状態

であった。 

運搬船Ａ、運搬船Ｂ及び網船は、本船付近に到着し、本船が転覆し

ないように運搬船Ａ及び網船で挟み、更に沈没を防ぐため、本船の船

首船底に両船からワイヤロープ及び化学繊維ロープを数本通した。 

本船の船長等の乗組員は、運搬船Ｂに移乗した。 

本船は、運搬船Ｂ等で五島市嵯峨
さ が

ノ島東側の島陰までえい
．．

航され、

魚倉内の漁獲物を運搬船Ａに移送した後、運搬船Ｂにえい
．．

航されて長

崎県佐世保市の定係地に帰航した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約７～８ｍ/ｓ、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ 

 その他の事項 船長等の乗組員は、全員が救命胴衣を着用していた。 

本船の喫水は、通常の積込み終了時、船首約１.６ｍ、船尾約２.５ 

ｍのところ、本事故当時、船首約１.８ｍ、船尾約２.６ｍであった。 

賄い室は、前面壁が、縦約１.７ｍ、横約１.４ｍであり、左舷側の

上から約５０cm 辺りが約３０cm 左舷側に張り出した五角形となって

おり、縦約１.１６ｍ、横約０.５３ｍの扉が設けられ、船尾側の壁に

は後部甲板との間に引き戸があった。 

本船は、機関室後方が船員室になっていた。 

魚倉横の上甲板の左右舷側には、それぞれ８か所ずつ排水口が設け

られていたが、船長が、帰航開始時、排水口からの上甲板への海水の

浸入状況を確認したところ、船首側では通常約１cm が約１０cm に、

船尾側も通常約１０cmが約１５cmにそれぞれ増えていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

あり 

あり 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

 本船は、福江島西方沖を北東進中、波を左舷斜め前方から受けて賄

い室の前面壁が破損し、海水が、同室に流れ込んだ際、機関室入口の

引き戸が開放されていたことから、機関室に浸水したものと考えられ

る。 

 本船は、漁獲物の積載により、通常に比べ、乾舷が減少していたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、福江島西方沖を北東進中、波を左舷斜め

前方から受けて賄い室の前面壁が破損し、海水が、同室に流れ込んだ

際、機関室入口の引き戸が開放されていたため、機関室に浸水したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、機関室入口引き戸の船首側に機関室通気

口を新設した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・各魚倉への積込み量を制限し、十分な乾舷を確保すること。 

 


